
道
路
運
送
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
要
綱
（
傍
線
部
分
は
、
今
回
施
行
期
日
を
定
め
る
分
）

第
一

旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
許
可
の
欠
格
事
由
の
拡
充

一

一
年
以
上
の
懲
役
又
は
禁
錮
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
が
許
可
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
期
間
を
二
年
か
ら
五
年
へ
延

長
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

許
可
を
取
り
消
さ
れ
た
者
が
許
可
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
期
間
を
二
年
か
ら
五
年
へ
延
長
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

三

許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
者
が
許
可
を
取
り
消
さ
れ
て
か
ら
五
年
を
経
過
し
て
い
な
い
場

合
を
欠
格
事
由
に
追
加
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

四

許
可
の
取
消
し
に
係
る
聴
聞
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
当
該
取
消
し
の
処
分
を
行
う
か
否
か
を
決
定
す

る
日
ま
で
の
間
に
事
業
の
廃
止
の
届
出
を
し
た
者
で
、
当
該
届
出
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
て
い
な
い
場
合
を

欠
格
事
由
に
追
加
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

五

事
業
場
へ
の
立
入
検
査
が
行
わ
れ
た
日
か
ら
聴
聞
決
定
予
定
日
ま
で
の
間
に
事
業
の
廃
止
の
届
出
を
し
た
者
で
、
当
該

届
出
の
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
て
い
な
い
場
合
を
欠
格
事
由
に
追
加
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

六

四
に
規
定
す
る
期
間
内
に
事
業
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
四
の
通
知
の
日
前
六
十
日
以
内
に
当
該
届



出
に
係
る
法
人
の
役
員
で
あ
っ
た
者
で
、
当
該
届
出
の
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
て
い
な
い
場
合
を
欠
格
事
由
に
追
加
す
る

も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
七
条
関
係
）

第
二

一
般
貸
切
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
許
可
に
係
る
更
新
制
の
導
入

一
般
貸
切
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
許
可
は
、
五
年
ご
と
に
そ
の
更
新
を
受
け
な
け
れ
ば
、
そ
の
期
間
の
経
過
に
よ
っ
て

効
力
を
失
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
八
条
関
係
）

第
三

旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
運
行
管
理
者
資
格
者
証
の
欠
格
事
由
の
拡
充

運
行
管
理
者
資
格
者
証
の
返
納
を
命
じ
ら
れ
た
者
に
運
行
管
理
者
資
格
者
証
の
交
付
を
行
わ
な
い
こ
と
が
で
き
る
期
間
を

二
年
か
ら
五
年
へ
延
長
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
三
条
の
二
第
二
項
関
係
）

第
四

一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
休
止
及
び
廃
止
に
係
る
事
後
届
出
制
の
見
直
し

路
線
定
期
運
行
を
行
う
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
を
除
く
一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
は
、
そ
の
事
業
を
休

止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
休
止
又
は
廃
止
の
三
十
日
前
ま
で
に
国
土
交
通
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
八
条
第
一
項
関
係
）

第
五

旅
客
自
動
車
運
送
適
正
化
事
業
実
施
機
関
に
よ
る
負
担
金
徴
収
制
度
の
創
設
等



一
般
貸
切
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
に
係
る
旅
客
自
動
車
運
送
適
正
化
事
業
実
施
機
関
は
、
適
正
化
事
業
の
実
施
に
必
要
な

経
費
に
充
て
る
た
め
、
一
般
貸
切
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
か
ら
負
担
金
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
等
、
所

要
の
規
定
を
設
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
十
三
条
の
九
か
ら
第
四
十
三
条
の
二
十
二
ま
で
関
係
）

第
六

罰
則
の
強
化

法
第
二
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
輸
送
の
安
全
確
保
命
令
に
違
反
し
た
一
般
貸
切
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
及
び
一

般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
に
対
す
る
罰
則
を
強
化
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。（

第
九
十
七
条
及
び
第
九
十
九
条
関
係
）

第
七

附
則

一

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
も
の

と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
二
の
改
正
規
定
等
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

所
要
の
経
過
措
置
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
二
条
か
ら
第
六
条
ま
で
関
係
）

三

こ
の
法
律
の
施
行
状
況
に
関
す
る
検
討
規
定
を
設
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
七
条
関
係
）



四

関
係
法
律
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
八
条
関
係
）


